
山梨県心身障害者自動車燃料費助成金を請求される方へ

よくある間違い

書類に不備があると、再度購入先にて証明をもらう、追加書類を郵送する
など、お手数をおかけする場合がございます。
よくある間違いをまとめていますので、書類作成時にご確認いただき、不備
のないようご準備をお願いいたします。
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【山梨県心身障害者自動車燃料費助成金請求書（様式１）】

請求額は二重線や修正テープ等で
修正できません。間違えた場合に備え、
鉛筆で記入しておいてください。



【支払証明書（別紙１）】

複数回の給油にまたがって
購入先の証明印が押されている。

１回の給油ごとに
購入先の証明印が押されている。

二重線や修正テープ等で修正
した箇所に、購入先の訂正印
がない。

二重線や修正テープ等で修正
した箇所に、購入先（ガソリンス
タンド）の訂正印がある。
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【あて名入り（フルネーム）領収書】
※購入量計算書（別紙２）に添付して提出

あて名が印字されていない。
（カード会員様などと印字
されている。）

あて名が手書きで記入されて
いる。（給油先の印なし。）

あて名が印字されている。

あて名が手書きで記入されて
おり、かつ、購入先の印が押さ
れている。
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【あて名入り（フルネーム）領収書】
※購入量計算書（別紙２）に添付して提出

※領収書またはクレジットカードの利用明細等が用意でき
ない場合は、支払証明書（別紙１）を作成してください。

※クレジットカード支払の場合は、領収書の代わりにクレジット
カードの利用明細（原本）、WEB明細を印刷したものを
ご提出いただいても構いません。
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但し書きが記入されていない。
但し書きに「ガソリン代」（または
「軽油代」）と給油したリットル数
が記入されている。



＜郵送で申請する方への注意点＞
・山梨県心身障害者自動車燃料費助成金請求書（様式１）
・支払証明書（別紙１）または購入量計算書（別紙２※領収書を添付）
のほかに、下記３点の写しを郵送してください。
・身体障害者手帳、療育手帳、戦傷病者手帳
・自動車税の減免を受けている車両の車検証
・助成金を振り込む口座の預金通帳

【身体障害者手帳、療育手帳、戦傷病者手帳】

氏名、生年月日が
わかるページ

障害の等級が
わかるページ

住所が
わかるページ

自動車税減免申請
済みのはんこが
押してあるページ

全てのページの写し
を郵送ください
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【お問い合わせ先】
山梨県中北保健福祉事務所
福祉課 福祉担当
〒４０７－００２４
韮崎市本町４丁目２ー４
TEL：０５５１ー２３－３４４３

FAX：０５５１－２３－３４４５

【助成金を振り込む口座の預金通帳】

（注）ゆうちょ銀行の場合

表紙を１枚めくったページの写しを郵送してください。

ゆうちょ銀行の場合、支店名・口
座番号は見開き下部に記載があ
ります。※左上に記載されている
番号は口座番号ではありません。
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